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スマートフォンからも応募できます！

●京都市内で飼養されている１５歳以上の犬又は猫であること。
●マイクロチップを装着して、環境省の指定登録機関に登録していること。

令和令和 66年 2222日66
応募期間

詳しくは

裏面へ

愛犬・愛猫の写真入り表彰状で表彰します。
とっておきの写真で応募しよう！

応募条件

2121月 日∼∼77月

飼い主表彰飼い主表彰

9月の動物愛護フェスティバルで表彰します。

令和6年度令和6年度

大切な家族と一緒に大切な家族と一緒に
これからもよろしくねこれからもよろしくね

長寿犬猫の長寿犬猫の



1.趣旨
 　長年にわたり深い愛情をもって、犬又は猫を適正に飼養している飼い主について、
模範的な飼い主として表彰します。

3.応募期間

2.表彰条件
　京都市内に住所を有し、飼養する犬又は猫について、以下の要件を満たしている
こと。

4.応募方法
　令和6年6月21日（金）から令和6年7月22日（月）まで（締切必着）

　下記(1)又は(2)の方法で御応募ください。
(1)インターネットから必要事項を入力して応募

「応募フォーム」をクリック！
必要事項を入力し、愛犬又は愛猫の写真を添付。

「申し込む」ボタンを押して申し込み完了

動物愛護センターホームページへアクセス。
URL https://kyoto-ani-love.com/news-article/chouju_r6/

(2)郵送又は持込
　本紙「長寿犬猫の飼い主表彰」申込書に必要事項を明記の上、切り取り、愛犬又は
愛猫の写真を１枚同封し、裏面の応募先へ郵送又は持込してください。
（同封いただいた写真はお返しできません。御了承ください。）
5.表彰式及び表彰状の受け取りについて
 　令和6年9月に開催する京都動物愛護フェスティバルにおいて表彰式を行います。
 　会場に御来場いただいた方は、当日表彰状をお渡しします。京都動物愛護フェス
ティバルの詳細につきましては、後日、京都動物愛護センターのホームページにて
公表いたします。
 　表彰式で受け取られなかった方には、飼い主様住所へ表彰状を発送します。

(1)家庭で飼養されている犬又は猫の令和6年4月1日時点の年齢が15歳以上である
こと｡
(2)犬又は猫にマイクロチップを装着し、環境省指定登録機関に飼い主情報を登録
していること。ただし、マイクロチップを装着することにより、当該犬又は猫の
健康及び安全の保持上支障が生じる恐れがあると獣医師が判断した場合はこの限り
ではない。
(3)犬の場合、狂犬病予防法に基づく登録をしていること。
(4)犬の場合、応募年度において狂犬病予防注射を接種させていること。ただし、
 当該犬が病気等の理由により、獣医師が接種できないと判断した場合はこの限りで
はない。
(5)犬の場合、過去に�傷等の事故を起こしていないこと。
(6)猫の場合、屋内で飼養していること。



同封する写真については、
こちらをよくご確認ください。

記入漏れにご注意ください。

応募先
郵送又は
窓口へ持込

窓口へ持込

申込書記載例



キリトリ

記入漏れがないように
注意してね！

写真の添付も
お忘れなく！


